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意思決定支援の課題
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●弁護士会においても、研修を実施している。

●ガイドライン策定に期待するが、それを待たず、考
え方を広め、現場で実践していくことが必要

●後見事務遂行の場面のみではなく、福祉、医療の現
場で、浸透していくことが重要

意思決定支援の基本的考えを、広く医療・福祉分
野で広めていくことが重要



●都道府県の役割もさらに重視して各市区町村の現状
に応じ、整備を進めていくべき。

中核機関の整備は最重要の課題
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●権利擁護支援が必要な本人の課題を見極め、必要な
支援を行い、成年後見制度に適切に移行していくため
にも中核機関の確立・整備が求められている。

●弁護士会も含め、専門職団体も協力体制がある。



診断書のあり方・本人情報シート
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●本人情報シートが診断書作成や適切な後見人の選任
等への活用されているかの状況も、さらに検証が必要

●本人の生活実態に合った判断を行い、支援を受けれ
ば日常生活に関する行為を行える場合は、後見相当と
はしないという問題意識であった。

●現状の診断書について、類型判断の現状や、保佐・
補助類型が増えているかにつき、検証が必要



適切な後見人の選任・交代
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●弁護士会としても、苦情対応、家庭裁判所との情報
共有等の体制の整備・充実を図る。

●選任時及びその後の事案の経過に応じて、モニタリ
ングが適切に行われ、後見人の交代も検討される必要
がある。

●後見人は、本人の支援者として、その事案・本人の
課題に応じた後見人であることが、最重要
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困りごと＝本人のニーズ・課題に応じた支援
本人のニーズ・課題の把握

見守り任意後見 法定後見 日常生活自立支援事業

地域連携ネットワーク
協議・検討

日常的支援だけではなく、
代理権が必要な場合など

本人の希望・受任者の有無など

信頼関係構築、本人
の意向の尊重・確認

緊急に介入が必要 契約締結能力・支援の必要性



親族等の選任の適否の検討
・紛争等の有無等の事情
・課題の専門性
・候補者の能力や適性
・不正防止の必要性
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後見人等の選任の検討について

候補者あり

本人のニーズ・課題の確認
+ 親族等の候補者の有無

専門職後見人を選任親族等後見人を選任 親族等後見人と
専門職後見監督人を選任

専門職後見人（単独）
又は

専門職と親族等を選任（複数後見）

中核機関による支援があれば対応できる

中核機関による支援の有無

事情あり

候補者なし

不正防止の必要性が高い

支援あり 支援なし

専門性の程度、候補者の適性の検討



担い手の確保～市民後見人の育成も重要
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こうした体制は、家庭裁判所、中核機関、専門職団体の間で、
一定の情報共有が必要であり、その法的根拠・体制を検討す
ることが必要である。

●親族後見人の支援のための後見監督人の責務を明らかにし、専
門職団体が対応することも必要

●市民後見人の育成も重要。養成・選任・選任後の支援という３段
階を見据えて、公的責任を持った機関が育成することが必要
マッチングへの対応も可能となる。

●成年後見制度の利用増加に対応できるよう、担い手の確保も重要



適切な報酬と公的助成の必要性
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●利用支援事業における報酬助成の適用対象の拡大など拡充の
ための整備は、報酬見直しの前提となる不可欠の課題

専門職後見人はその専門的知識と経験が後見事案の課
題解決に必要として選任されるものであるから、その
専門性と経験が適切に評価されることも必要

●後見事務の内容と事務量に応じた報酬体系

●適切な報酬が確保されることが、成年後見制度の健全な発展
のために必要

財産管理のみではなく身上保護を重視した後見事務を
評価の対象とする



任意後見、保佐、補助の利用促進
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●制度周知も、なお必要

●任意後見については、さらに詳細な調査を行い、利
用の障害を検討することが必要と思われる。

●制度自体の問題、障害者権利条約との整合性を考え
れば、法改正も検討課題。



不正防止の取組
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●新たな不正防止の方策の検討

●各専門職団体による対応も重要課題

●本人の意思の尊重、意思決定支援が重要課題とされ
ている。後見人の権限についても改めて検討が必要

➡制度利用が必要な人が、利用でき、本人もメリット
を感じられるように、さらに取組を進める必要がある。


